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新市社会福祉協議会組織・機構整備方針
①位置づけ　

「地域福祉圏域」を単位とした支所を新市社協事業の拠点として位置づけ、地域福祉や社協事業を効果的に推進するため、旧市町村社協の既存の機能を継続して引き継ぎ、住民へのサービス提供を低下させないようにする。

　それぞれの支所の業務を統括するために、主たる事務所に本所を置き、経営管理理事を中心とした執行体制を確立し、法人運営部門、地域福祉活動推進部門、福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門において、企画・調整・指導にあたる。

　本所には法人運営部・地域福祉活動推進部・福祉サービス利用支援部・在宅福祉サービス部を置き、支所には、それぞれの課を設置する。本所には、統括機能に加え、全市的なセンター機能、支会機能、中央団体事務機能等の基幹的機能を置く。

②構成員

　新市社協の構成員については、住民組織、公私の社会福祉関係者をはじめ幅広い分野からの参加や協働によって展開されるものであり、地域社会の総意を結集して事業運営にあたる。近年の福祉サービスの供給主体の多様化やＮＰＯ法人などの市民活動団体の活躍などを背景に、社会福祉法において、区域内の社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者の社会参加が明記されたことから、多様な介護・福祉サービスを提供する民間企業やＮＰＯ法人などの位置づけを具体的に示す必要がある。更に、今後の地域福祉推進の領域は、従来の福祉施策の分野にとどまらず制度の隙間にある社会的援護を要する人々への支援やきめ細かな生活上のニーズに応えるものとして位置づけられたことから、保健、医療、教育、労働等の分野にとどまらず、環境や住宅、まちづくりなどの生活関連領域や法曹関係や金融関係者などのつながりも求められる。

③会員制度

社会福祉協議会は、その地域の住民や社会福祉に関係する団体、組織、グループを構成員とし、その参画、協働を持って地域福祉の推進を図る団体であることから、住民の意向を十分に確認した上で、会員規程によって会員を規定し、会員制度を整備するものとする。

④組織体制の考え方

　社会福祉協議会は、民間団体としての主体的な経営判断を行い、かつ、地域の開かれた組織体制を確立し、地域住民から民間性をもった地域福祉をすすめる団体として信頼される組織づくりをめざす。そのために、事業の意志決定や事業執行について責任を負う理事会や役員体制の活性化を図るとともに、あわせて地域住民の様々な団体の参画や協力を得る仕組みをつくる。

⑤役員体制（理事・会長・監事）

　社会福祉協議会の理事（役員）は、主要な構成組織・団体から選出される理事（構成員理事）、社協事業の経営に専念する会長、常務理事、事業担当理事、事務局長などからなる理事（経営管理理事）および行政職員等によって構成されることを原則とする。

　会長は、理事の中で唯一法人全体の代表権を有し、業務執行上の経営責任を包括的に担う。従って、会長は民間人であることを原則とし、中立公正な立場や地域全体の代表者的性格を持つばかりでなく、できうる限り社協事業の経営に専念しうる適任者を地域の中なら選出する。

　事業規模や事業体制に応じて、一定業務について代表権を有する業務担当理事を置くことができる。

　監事は、社会福祉協議会活動や社会福祉法人会計を理解し、その事業を客観的に評価しうる人材を適切に選出する。

⑥評議員会

　社会福祉協議会が地域社会の総意をもってその事業を展開するために、構成員組織などから構成される評議員会を設置し、法人として重要な事項を決定する。

⑦部会、連絡会、委員会等

　事業の推進にあたって、地域のより幅広い立場の団体や地域住民、専門職の地域福祉推進の諸活動への参画や協働関係づくりの場として、地域の実情や社協の事業内容に応じて部会や連絡会、問題別委員会を設置する。また、各支所地域を中心とした評議組織の組織化を検討する。

